
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、操作部と、タイマと、前記表示部及び操作部の照明を行うバックライトとを
有し、前記操作部の操作に応じて前記タイマを起動し前記タイマの一定時間の間前記バッ
クライトを点灯する 携帯
機器において、
　前記携帯機器の振動を検出する検出手段と、
　

前記表示部 判定す
る判定手段と、
　前記バックライトの点灯期間中に前記検出手段により前記携帯機器の振動が検出される
と、前記判定手段により前記表示部に多量の情報が表示されている 判定された場合は前
記バックライトの点灯期間を延長

制御手段と
　を備えたことを特徴とする携帯機器。
【請求項２】
　請求項 において、
　前記携帯機器は、本体部と蓋部とを有するとともに、前記本体部に対して前記蓋部の折
り畳みが可能な折り畳み型の構造を有し、
　前記制御手段は、前記本体部に対する前記蓋部の折り畳みを検出すると、前記バックラ

10

20

JP 3813867 B2 2006.8.23

とともに、メール通信機能及びインタネットの接続機能を有する

前記メール通信に基づくメール情報または前記インターネットを介するコンテンツ情報
が に表示されているときに前記表示部に多量の情報が表示されていると

と
し、前記表示部に多量の情報が表示されていないと判定

された場合は、前記バックライトを消灯する
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イトの点灯期間の延長制御を行わないことを特徴とする携帯機器。
【請求項３】
　携帯機器の操作部の操作に応じてタイマを起動しタイマの一定時間の間、前記携帯機器
の表示部及び操作部の照明を行うバックライトを点灯する第１のステップと、
　前記携帯機器の振動を検出する第２のステップと、
　 前記表
示部 判定する第３の
ステップと、
　前記第１のステップの処理に基づく前記バックライトの点灯期間中に前記第２のステッ
プの処理に基づき前記携帯機器の振動が検出されると、前記第３のステップの処理に基づ
き前記表示部に多量の情報が表示されている 判定された場合は、前記バックライトの点
灯期間を延長

第４のステップと
　を有することを特徴とする携帯機器の照明制御方法。
【請求項４】
　請求項 において、
　前記第４のステップにおける処理は、本体部に対し蓋部の折り畳みが可能な折り畳み型
の構造を有する携帯機器の前記本体部に対する前記蓋部の折り畳みを検出すると、前記バ
ックライトの点灯期間の延長制御を行わない第 のステップを含むことを特徴とする携帯
機器の照明制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、表示部及び操作部を有するとともに、表示部及び操作部を照明する手段として
バックライトを有する携帯機器、及び携帯機器の照明制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、携帯電話等の携帯機器では、表示部及び操作部を照明する手段としてバックライ
トを有しており、利用者が操作部を操作するとバックライトを点灯して表示部及び操作部
を照明するようにしている。そして、操作部の操作が行われなくなってから一定時間が経
過するとバックライトを消灯するようにしている。
【０００３】
すなわち、従来の携帯機器では、図３のフローチャートに示すように、まず操作部のキー
入力操作の有無をステップＳ２１で判断し、キー入力操作が行われると、ステップＳ２２
でバックライトを点灯するとともに、ステップＳ２３で一定時間のタイマを起動してスタ
ートさせる。
【０００４】
ここで、上記タイマの一定時間内に操作部の再度のキー入力操作が行われステップＳ２４
の「キー入力あり？」の判定が「Ｙ」となると、ステップＳ２５でタイマをリセットする
とともに、ステップＳ２６で再度、一定時間のタイマを起動する。また、上記タイマの一
定時間内に操作部のキー入力操作が行われずに上記タイマがタイムアップしステップＳ２
７の「タイマ完了？」の判定が「Ｙ」となると、ステップＳ２８でバックライトを消灯す
る。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
従来の携帯電話は、最後にキー操作してから一定時間（具体的には数秒間）後に、バック
ライトを消灯して表示部の照明を自動的にオフするため、暗い場所でメール内容やコンテ
ンツの内容を確認している最中に文字が読めなくなってしまうという課題があった。特に
最近の携帯電話は表示部が大型化して、一画面に表示できる情報量が増えてきているため
、メール画面や、ニュースなどのコンテンツを表示させた場合、利用者が一画面の内容を
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メール通信に基づくメール情報またはインターネットを介するコンテンツ情報が
に表示されているときに前記表示部に多量の情報が表示されていると

と
し、前記表示部に多量の情報が表示されていないと判定された場合は、前記

バックライトを消灯する
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読み終わる前に表示部の照明が消えてしまうという問題が生じている。
【０００６】
したがって、本発明は、表示部及び操作部の照明を行うバックライトを有する携帯機器に
おいて表示部の表示内容を利用者に十分確認可能にさせることを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　このような課題を解決するために本発明は、表示部と、操作部と、タイマと、表示部及
び操作部の照明を行うバックライトとを有し、操作部の操作に応じてタイマを起動しタイ
マの一定時間の間バックライトを点灯する

携帯機器において、携帯機器の振動を検出する検出手段と、
表示部

判定する判定手段と、バックライトの
点灯期間中に検出手段により携帯機器の振動が検出されると、判定手段により表示部に多
量の情報が表示されている 判定された場合はバックライトの点灯期間を延長

制御手段と
を設けたものである。
【０００８】
　また、本体部に対して蓋部の折り畳みが可能な折り畳み型の構造を有する携帯機器の場
合、制御手段は、本体部に対する蓋部の折り畳みを検出すると、バックライトの点灯期間
を延長しないように制御するものである。
【０００９】
　また、本発明は、携帯機器の操作部の操作に応じてタイマを起動しタイマの一定時間の
間、携帯機器の表示部及び操作部の照明を行うバックライトを点灯する第１のステップと
、携帯機器の振動を検出する第２のステップと、

表示部
判定する第３のステップと、第１のステップの処理に基づくバック

ライトの点灯期間中に第２のステップの処理に基づき携帯機器の振動が検出されると、第
３のステップの処理に基づき表示部に多量の情報が表示されている 判定された場合はバ
ックライトの点灯期間を延長

第４のステップとを有する照明制御方法である。
【００１０】
　また、第４のステップにおける処理は、本体部に対し蓋部の折り畳みが可能な折り畳み
型の構造を有する携帯機器の本体部に対する蓋部の折り畳みを検出すると、バックライト
の点灯期間を延長しないように制御する第 のステップを含むものである。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明について図面を参照して説明する。
図１は本発明に係る携帯機器の構成を示すブロック図であり、携帯機器として携帯電話端
末の例を示すものである。本携帯電話端末は、図１に示すように、アンテナ１と、無線部
２と、変復調部３と、音声処理部４と、スピーカ５と、マイク６と、この携帯電話端末の
全体を制御する制御部７と、表示部８と、キー操作部９と、表示部８及びキー操作部９を
照明するバックライト１０と、振動を検出する加速度センサ１１と、タイマ１２とから構
成される。
【００１２】
以上のように構成された携帯電話端末の動作の概要を説明する。この携帯電話端末への電
波信号はアンテナ１で受信された後、無線部２で増幅及び周波数変換され、変復調部３へ
出力される。変復調部３では、この信号を復調し音声処理部４へ出力する。この変復調部
３の復調信号は音声処理部４で音声信号に復号された後スピーカ５で再生される。一方、
マイク６から入力された音声信号は逆のルートをたどって（即ち、音声処理部４で符号化
され変復調部３で変調された後、無線部２を介して）アンテナ１から電波信号として送信
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とともに、メール通信機能及びインタネットの
接続機能を有する メール通信
に基づくメール情報またはインターネットを介するコンテンツ情報が に表示されて
いるときに表示部に多量の情報が表示されていると

と し、表示部
に多量の情報が表示されていないと判定された場合はバックライトを消灯する

メール通信に基づくメール情報またはイ
ンターネットを介するコンテンツ情報が に表示されているときに表示部に多量の情
報が表示されていると

と
し、表示部に多量の情報が表示されていないと判定された場
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される。
【００１３】
ここで、制御部７は無線チャネルの制御、受信データの処理、音声処理部４の制御、キー
操作部９からの信号処理、表示部８の表示内容の制御等を行う。なお、表示部８及びキー
操作部９には照明手段として前述したようにバックライト１０が備えられており、暗い場
所での携帯電話端末の操作を可能としている。この場合、携帯電話端末の消費電力を抑え
るために、制御部７はキー操作部９のキー入力操作が行われるとバックライト１０を点灯
し、同時にタイマ１２を起動して、予め設定された一定時間（例えば数秒間）をカウント
させる。
【００１４】
そして、一定時間が経過するとタイマ１２は設定時間の経過を通知する信号を制御部７に
送出し、制御部７にバックライト１０を消灯させる。ここで、一定時間経過前に、続けて
キー操作部９のキー入力操作が行われた場合は、制御部７はタイマ１２をリセットすると
ともに、タイマ１２に再度一定時間のカウントを開始させる。一方、バックライト１０の
点灯中の前記一定時間経過前にキー操作部９のキー入力操作が行われなくても、この携帯
電話端末の振動を検出する加速度センサ１１から振動検出信号が制御部７へ出力された場
合は、制御部７はバックライト１０の点灯時間を長くする制御を行う。
【００１５】
このように、本携帯電話端末では、表示部８や操作部９の照明を行うバックライト１０の
点灯時間を制御する際に加速度センサ１１を利用し、利用者が携帯電話端末を手に持って
いることを、前記加速度センサ１０がこの携帯電話端末の振動として検出することにより
、バックライト１０の点灯時間を長くする制御を行うようにしたものである。これにより
、利用者が周囲が暗いところでメール画面やインターネットを介したコンテンツ表示を見
ているときに、利用者の意に反してバックライト１０が消灯してしまうという問題を回避
することができ、かつ照明が不要な場合にはバックライト１０を消灯して無駄な電力消費
を抑制できるという効果も期待できる。
【００１６】
図２は、携帯電話端末の動作を示すフローチャートである。このフローチャートに基づき
本発明の要部動作を詳細に説明する。
まず制御部７は、利用者による操作部９のキー入力操作の有無をステップＳ１で判断し、
利用者によるキー入力操作が行われると、ステップＳ２でバックライト１０を点灯すると
ともに、ステップＳ３で一定時間のタイマ１２を起動してスタートさせる。
【００１７】
ここで、上記タイマ１２の一定時間内に、利用者による操作部９の再度のキー入力操作が
行われステップＳ４の「キー入力あり？」の判定が「Ｙ」となると、ステップＳ５でタイ
マ１２をリセットするとともに、ステップＳ６で再度、一定時間のタイマ１２を起動しス
タートさせる。
【００１８】
また、上記タイマ１２の一定時間内に利用者による操作部１２のキー入力操作が行われず
に上記タイマ１２がタイムアップしステップＳ７の「タイマ完了？」の判定が「Ｙ」とな
ると、制御部７は、表示部８にメール情報や、インタネットを介するコンテンツ情報が表
示中か否かをステップＳ２８で判断する。ここで、制御部７は、この携帯電話端末におい
てメール通信が行われ送信メールや受信メールの情報が表示部８に表示されていることや
、この携帯電話端末においてインタネットを介しコンテンツ情報が受信され表示部８に表
示されていることを認識しており、表示部８にこれらメール情報やコンテンツ情報が表示
されていないと判断するとステップＳ１０でバックライト１０を消灯し、処理を終了する
。
【００１９】
一方、タイマ１２がタイムアップしたときに、表示部８にメール情報やコンテンツ情報が
表示されており、ステップＳ８の「メールｏｒコンテンツ表示中？」を「Ｙ」と判定する
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と、次に制御部７はステップＳ９で加速度センサ１１からの振動検出信号の有無を判断す
る。そして、加速度センサ１１により振動が検出されなければステップＳ１０でバックラ
イト１０を消灯するが、加速度センサ１１により振動が検出されステップＳ９の「振動あ
り？」が「Ｙ」となると、制御部７はステップＳ５に移行し、タイマ１２をリセットする
とともに、ステップＳ６で再度、一定時間のタイマ１２を起動した後ステップＳ４の処理
に戻り、バックライト１０の点灯状態を維持する。
【００２０】
このように、本携帯電話端末は、バックライト１０を点灯した後、利用者のキー入力操作
が一定時間無くタイマ１２がタイムアップしたとき、表示部８にメールやコンテンツが表
示されかつこのとき加速度センサ１１により振動が検出された場合は、バックライト１０
の点灯状態を維持するようにしたものである。
一方、タイマ１２がタイムアップした時に、表示部８にメール画面またはコンテンツ表示
画面以外の表示が行われステップＳ８の「メールｏｒコンテンツ表示中？」が「Ｎ」とな
る場合（例えば待ち受け画面や、機能設定画面などの場合）は、バックライト１０を消灯
する。すなわち、表示画面の情報量が少なく照明点灯時間の延長が不要な場合には、たと
え加速度センサ１１により振動が検出されてもバックライト１０を消灯する。この結果、
携帯電話端末の電源として用いられる電池の消耗を抑えることが可能になる。
【００２１】
また、タイマ１２がタイムアップした時に、表示部８にメール画面またはコンテンツ表示
画面が表示されていても、加速度センサ１１で振動が検出されないときにはバックライト
１０を消灯する。したがって、表示部８に多くの情報量が表示されている場合であっても
、使用者が利用していない（手に持っていない）時は照明点灯時間の延長を不要と判断し
てバックライト１０を消灯し、電池の消耗を抑える。
【００２２】
このように、本実施の形態では、携帯電話端末に加速度センサ１１を備え、バックライト
１０が点灯している時に利用者が携帯電話端末を手にしていることを加速度センサ１１に
より検出し、かつこのとき表示部８に多くの情報が表示されている場合は、更なるキー入
力が無くても予め設定された照明点灯時間を延長可能にしたものである。この結果、利用
者はこの携帯電話端末の周囲が暗く表示部８の表示内容が確認できない状況においても、
頻繁にキー操作をせずに表示部８の表示内容を確認することが可能になる。
【００２３】
一方、表示部８に多くの情報量を表示させているにもかかわらず、机の上などに携帯電話
端末を置いて利用者が表示部８を見ていない場面も想定される。このような場合は加速度
センサ１１により振動が検出されないことから、制御部７は一定時間経過後に自動的にバ
ックライト１０を消灯する。これにより、携帯電話端末の電池の無駄な消耗を防ぐことが
できる。
また、一画面に表示する情報量が多くない、例えば待ち受け画面や機能設定画面などのよ
うな場合には、制御部７は加速度センサ１１により振動が検出されても照明点灯時間を延
長しないように制御する。これにより、同様に電池の無駄な消耗を抑えることが可能にな
る。
また、本携帯電話端末は、従来の携帯電話端末に対して加速度センサ１１を追加するだけ
で構成できるため、装置の小型化、軽量化及び低コスト化が期待できる。
【００２４】
（他の実施の形態）
次に本発明の他の実施の形態として、本体部と蓋部とを有するとともに、本体部に対して
蓋部の折り畳みが可能な折り畳み型構造を有する携帯電話端末の例について説明する。こ
の種の折り畳み型の携帯電話端末の場合には、本体部に対して蓋部を折り畳んだ状態では
表示部８やキー操作部９を見る必要はないので、蓋部を折り畳まない状態（蓋部を開いた
状態）の時のみバックライト１０の点灯時間を長くする制御を行う。
【００２５】
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この種の折り畳み型の携帯電話端末の中には、例えば蓋部を閉じた状態（蓋部を折り畳ん
だ状態）でも簡単な情報を確認できる小窓表示部と、操作可能なキーとを備え、前記キー
を操作した場合は小窓表示部のバックライトを一定時間点灯するようなものがある。しか
し、こうした折り畳み型携帯電話端末においてたとえバックライトが点灯しかつ振動が検
出されたとしても蓋部が閉じられた状態である限りは、制御部７はバックライトの点灯時
間を延長する必要はないと判断して、バックライトの点灯時間を延長する制御を行わない
ようにする。即ち、制御部７は、携帯電話端末の折り畳み状態の有無を検出する図示しな
いスイッチの出力を入力して、この携帯電話端末が折り畳んだ状態（閉じた状態）である
ことを検出すると、その携帯電話端末が折り畳み状態でバックライトを点灯していたとし
ても、バックライトの点灯時間を延長する制御を行わない。これにより、同様に携帯電話
端末の電池の消耗を抑えることができる。
【００２６】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、表示部と、操作部と、タイマと、表示部及び操作部
の照明を行うバックライトとを有し、操作部の操作に応じてタイマを起動しタイマの一定
時間の間バックライトを点灯する携帯機器において、携帯機器の振動を検出する検出手段
を設け、バックライトの点灯期間中に検出手段により携帯機器の振動が検出されると、バ
ックライトの点灯期間を延長するようにしたので、利用者が携帯機器を手にしていること
が前記検出手段によりこの携帯機器の振動として検出され、このときバックライトが点灯
していれば、新たなキー入力操作が無くてもその点灯時間が延長されることから、利用者
はこの携帯機器の周囲が暗く表示部の表示内容が確認できない状況においても、頻繁にキ
ー操作を行うことなく表示部の表示内容を十分確認できる。
【００２７】
また、表示部の表示情報量の多寡を判定する判定手段を設け、携帯機器の振動が検出され
たときに、判定手段により表示部に多量の情報が表示されていることが判定されると、バ
ックライトの点灯期間を延長するようにしたので、表示部に表示されている情報量が多く
表示部の情報を確認している最中にバックライトの消灯によりその情報が確認できなくな
るという事態を未然に回避できる。
【００２８】
また、判定手段は、メール通信に基づくメール情報またはインターネットを介するコンテ
ンツ情報が表示部に表示されているときに表示部に多量の情報が表示されていると判定す
るようにしたので、表示部の表示情報量の多寡を的確に判定することができるとともに、
表示部の１画面として、メール画面や、ニュースなどのコンテンツを表示させたときに、
利用者が１画面の内容を読み終わる前に表示部の照明が消えてしまうといった事態を同様
に回避できる。また、１画面に表示する情報量が多くない、例えば待ち受け画面や機能設
定画面などのような場合には、検出手段により振動が検出されても点灯時間を延長しない
ことから、携帯機器の電源である電池の無駄な消耗を抑えることが可能になる。
【００２９】
また、本体部に対して蓋部の折り畳みが可能な折り畳み型の構造を有する携帯機器の場合
、たとえその折り畳み型携帯機器が折り畳み状態で簡単な情報を確認できる小窓表示部及
び操作可能なキーを備え、かつ前記キーを操作した場合は小窓表示部のバックライトを一
定時間点灯できような機器であったとしても、本体部に対する蓋部の折り畳みを検出する
と、バックライトの点灯期間を延長しないようにしたので、同様に電池の無駄な消耗を抑
えることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る携帯機器の構成を示すブロック図である。
【図２】　前記携帯機器の要部動作を示すフローチャートである。
【図３】　従来の携帯機器の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１…アンテナ、２…無線部、３…変復調部、４…音声処理部、５…スピーカ、６…マイク
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、７…制御部、８…表示部、９…操作部、１０…バックライト、１１…加速度センサ、１
２…タイマ。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】
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